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〇	現在、国は「地域共生社会」の実現に向けて、地域住民や多様な主体が地域の課題に「我が事」
として取り組み、行政は分野別の相談支援拠点を集約し、集約した拠点で何でも「丸ごと」対
応できる体制の構築を掲げています。

〇	一方、豊島区では、これまでも多職種・多機関の連携を推進し、制度の狭間の課題や複合的な
課題に対応する体制を整えてきており、また、そのような相談支援体制を基盤としつつ、コ
ミュニティソーシャルワーカー、地域区民ひろばといった強みを活かして、各地域で区民等
が主体の地域活動が多く行われてきています。

〇	国が提唱する包括的相談支援拠点は、人口減少が続く地方において限られた社会資源を効率
的に活用することを主眼としていますが、人口増加が続き、それぞれの社会資源の利用者が
多い本区においては、国が示す1か所ですべての相談支援を完結するような拠点は効果的で
はありません。

〇	そこで、日本一高密な持続発展都市である豊島区としては、本区の地域特性にあった、豊島区
ならではの地域共生社会を実現していきます。

〇	豊島区は、豊島区版「地域共生社会」の実現に向けて、以下の3点に重点的に取り組んでいき
ます。

1 豊島区版「地域共生社会」の実現に向けて

（１）	コミュニティソーシャルワーカーを地域に密に配置し、区民等が主体の地域
活動をさらに促進していきます。

（２）	多職種・多機関の連携を強化するとともに、「相談支援包括化推進員（仮称）」
が総合調整を行い、制度の狭間の課題や複合的な課題に組織的に対応してい
きます。

（３）	切れ目のない支援に向けて、区職員や区内の保健福祉人材のレベルアップに
継続的に取り組んでいきます。
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〇	豊島区ではこれまで、高齢者分野における地域包括ケアシステムを構築し、高齢者総合相談
センターを中心に多職種・多機関の連携による包括的な支援、地域ケア会議を核とする地域
連携、充実したネットワークづくりを推進してきました。

〇	地域包括ケアシステムにおける支援の包括化、地域連携、ネットワークづくりは、これからの
地域共生社会の実現に向けてのベースとなる考え方、仕組みであり、今後も現在の取り組み
を着実に進めつつ、「必要な支援を包括的に提供する」という考え方を地域保健福祉全体に拡
げ、多様なニーズをすくい取る「総合的な地域包括支援体制」を構築していく必要があります。

〇	また、豊島区基本計画でめざす都市
像「国際アート・カルチャー都市」
には、それを支える安心戦略「安全・
安心創造都市」と、保健福祉を含む
分野横断的な都市像である「福祉健
康増進都市」が示されています。

〇	これらの実現には、基本計画で掲げ
る政策や施策との連携を高めると
ともに、関連する分野別計画との一
体的な施策・事業展開により、これ
まで取り扱っていた高齢、障害、保
健分野に限定しない包括的な取り
組みが求められます。

2 区民の支援ニーズに目を向けた
目的別の施策体系

地域包括ケアシステム
（住まい・医療・介護・介護予防・
生活支援を一体的に提供）

国際アート・カルチャー都市

壮年のひきこもりと
老親が地域で孤立

障害が疑われる者

難病患者・がん患者の
就労支援

若年性認知症・
高次脳機能障害

未来の子どもたちに豊かな文化を創
造し続ける地域社会を引き継ぎ、地
球環境にやさしい、暮らしと経済活
動の安全で快適なステージをつくり
あげる都市再生に取り組みます。

文化 産業・
観光 環境 都市

再生
コミュ
ニティ

防災・
治安 福祉 健康 子育て

・教育

福祉、子育て、教育、防災、治安、健
康施策を充実させ、乳幼児期から高
齢期まで安全に暮らすことができる
まちづくりを進めます。

家族のあり方や
地域社会が変容

支援の包括化

ネットワーク
づくり

地域連携

少子高齢化

生活困窮者自立支援制度
（包括的な自立支援を提供）

持続発展都市
人口減少社会にあって、持続して発展を続けるまち

出典：厚生労働省ホームページより（一部加工）

文化創造都市
文化と品格を誇れる価値あるまち

生
活
困
窮
者

高
齢
者

安全・安心創造都市
安全・安心を創造し続けるまち

まち全体が舞台の誰もが主役になれる	 劇場都市
生涯幸せに暮らせる	 福祉健康増進都市
学ばせたい　通わせたい	 教育都市としま

その他各制度における取り組み

総
合
的
な
地
域
包
括
支
援
体
制
構
築
の
必
要
性
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〇	豊島区は、区内全域が市街地でつながる日本一の高密都市であること、人口の流動性が高い
こと、単身世帯、特に一人暮らし高齢者の割合が高くなっていること、外国人の割合が高いこ
となど、都市的特徴が顕著です。

〇	これらを背景として、オートロック式のマンションの増加、町会の加入率の低下、近所付き合
いの希薄化など、これまでのようなコミュニティによる支え合いが難しくなりつつあります。

〇	一方、区民意識調査で子育てや介護などの負担が重なる40代が特に疲弊しているという結果
が出るなど、これまでのような一部の弱者・困窮者を救済するという福祉観においては支援
の対象と見られてこなかった人々への対応も、大きな課題となってきています。

〇	これらの状況を踏まえ、地域の中において福祉を特別なものとするのではなく、地域社会を
「福祉コミュニティ」化していくといったとらえ方のもと、区民、民生委員・児童委員、青少年
育成委員、町会・自治会、商店会、社会福祉協議会、社会福祉法人、民間企業、ＮＰＯ法人、ボ
ランティア、大学・専門学校などの多様な主体と区との連携と協働による地域保健福祉を推
進していきます。

〇	そこで、これらの動きを踏まえ、地域保健福祉計画における支援の対象を、高齢者、障害者、
子どもといった属性別ではなく「支援を必要とする人」として包括的にとらえ、施策の体系を
個人のみならず家族や世帯が抱える「生活課題」に目を向けた目的別の構成に改めます。

〇	本計画では対象とする生活課題に、従来の保健福祉分野の周辺にまたがる課題や一部を共有
する複合課題も広く含めることで、生活課題へのアプローチ力を高め、より健康に地域でいき
いきと暮らすという視点から、制度の狭間等にある人々への支援策を講じていきます。

3 豊島区の特性を踏まえた連携と協働による
地域保健福祉の推進

属性別 目的別

［	目的A	］

［	目的B	］

高齢者 子ども

子ども

障害者

障害者

高齢者

高齢者

障害者

子ども

周辺課題・
制度の狭間 周辺課題・制度の狭間
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施　策 取り組み方針

①	新たな支え合いの推進と
コミュニティソーシャル
ワーク機能の強化

●	コミュニティソーシャルワーカーの強化による地域づくりの
推進

●	地域における新たな支え合い活動の促進と担い手の養成
●	地域区民ひろば等を活用した福祉コミュニティの拠点づくり
と多彩な居場所づくり

●	地域住民や地域活動団体等との連携と協働の仕組みづくり
●	福祉教育の推進

②	包括的な相談支援体制の
構築

●	専門相談支援機関の強化
●	より身近な地域の相談先の充実
●	包括的な相談支援体制の確立に向けた分野横断・連携の強化

③	問題の早期発見・	
早期対応の強化

●	アウトリーチ活動の推進による問題の早期発見・早期対応
●	地域における見守りの推進
●	予防の取り組みの強化

④	地域生活支援の充実

●	地域生活を支える切れ目のない支援
●	生活困窮者等の自立支援
●	多様な社会参加の促進
●	多様な働き方に向けた支援
●	多様な住まい方に向けた支援

⑤	権利擁護の推進
●	人権意識の普及・啓発
●	虐待防止および権利擁護体制の強化
●	子ども・若者の貧困対策

⑥	保健福祉人材の育成と	
サービスの質の確保	
および向上

●	保健福祉専門職等の育成
●	保健福祉サービスの質の確保および向上

⑦	災害時の福祉・医療・	
保健衛生体制の整備

●	災害時要援護者等への支援体制の整備
●	防災対策を通じた地域づくり
●	災害時の医療・保健衛生体制の構築

⑧	福祉のまちづくりの推進 ●	まちのバリアフリー化等の推進
●	情報アクセシビリティの強化

⑨	福祉と文化の融合

●	文化の力を活かした地域づくり
●	多文化共生の促進
●	東京オリンピック・パラリンピックを契機とした	
スポーツ文化の醸成

4 施策の体系
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　地域には、助けを求めることもできず、周囲からも孤立している人々がいます。いわゆ
る「ごみ屋敷」を例にすると、こうした人々は、近隣住民から見ると「気づいていても何も
できない」、ときには「排除」の対象にすらなってしまう場合もあります。

　豊島区内のマンションで一人暮らしをしているＡさん（70代女性）から、社会福祉協議
会のコミュニティソーシャルワーカー（以下、「CSW」という。）に「トイレの扉が開かな
いので直したい」との相談が入りました。Ａさん宅を訪問すると部屋中がモノ（ごみや不
用品）で埋もれている状態で、それが扉の開かない原因でした。Ａさんは数年前に夫を亡
くしてから、近所付き合いがなく支援を望める家族もいません。CSWから連絡を受けた
マンションの管理会社と理事会役員がＡさん宅を訪問したことで、この「ごみ屋敷」問題
が表面化しました。当初、近隣住民などから、「認知症か？」「火事を起こされたら困る」
「早く出て行ってほしい」など、不安や怒りの声が多く聞かれました。

　そんな中、Ａさんに「この家でまた生活したい」という思いがあったことから、CSW
や民生委員が協力して、ごみの片づけから生活の立て直しに向けた支援が開始されまし
た。Ａさんといっしょにごみの片づけを始めて間もなく、管理人から「ごみ出しに協力し
たい」と申し出があり、また、マンション住民の数人からＡさんに「姿を見なくて心配し
ていた」などの声がかかるようになりました。さらに、激怒していた理事会役員がＡさん
を自宅に招き、マンションのルールを説明するといった変化もみられてきました。
　関係者からは、「片づけが終わり社協や行政の手を離れたら、自分たちがＡさんを見て
いかなければならない」、「自分たちのマンションのことなので、本当は自分たちがやら
なければならない」といった声が聞かれました。

　しかし、こうした課題を抱えた人々が共通して社会的孤立の状況にあることがわかっ
てきたことで、例えば、相談支援の専門員が本人に寄り添い信頼関係を築く一方、近隣住
民が片づけ等に参加することによって、ごみ屋敷の住人と住民との間に緩やかな関係が
でき、再度孤立に陥ることなく生活することが可能になる、ということも考えられます。

　つまりこれは、当事者個人の課題であると同時に、地域における課題としてとらえるこ
とができるわけです。ひとつひとつは「一人」の課題ですが、近隣住民もいっしょに解決
に取り組むことで、他人事だった住民が「私たちにもこんなことができるんだ」という気
持ちに変わり、困難に直面している人がいても自分たちに「何かができるかもしれない」
という意識が生じ得る。こうした体験の積み重ねによる気づきと学びにより、一人の課
題が地域づくりにつながっていくのかもしれません。

「ごみ屋敷」の事例から、
一人の課題と地域の課題について考える
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